
　

▼

２

月

３

月

の

超

繁

忙

期

を

乗

り

越

え

、

桜

が

咲

き

、

春

爛

漫

の

４

月

に

な

っ

た

。

確

定

申

告

期

は

、

所

得

控

除

に

つ

い

て

考

え

る

時

期

で

も

あ

る

▼

子

ど

も

手

当

（

平

成

�

年

４

月

か

ら

「

児

童

手

当

」

）

の

創

設

に

伴

い

、

年

齢

�

歳

未

満

の

扶

養

親

族

（

年

少

扶

養

親

族

）

に

対

す

る

扶

養

控

除

が

廃

止

さ

れ

た

。

児

童

手

当

が

あ

る

か

ら

と

い

っ

て

、

手

の

か

か

る

子

供

が

対

象

で

は

な

い

こ

と

に

、

違

和

感

を

持

つ

の

は

私

だ

け

だ

ろ

う

か

▼

私

の

事

務

所

に

は

子

供

の

い

る

職

員

が

い

る

。

子

供

が

生

ま

れ

た

時

は

、

保

育

所

に

入

れ

る

か

ど

う

か

で

気

を

も

み

、

小

学

生

に

な

っ

た

ら

、

放

課

後

の

児

童

ク

ラ

ブ

（

学

童

）

に

は

い

れ

る

か

と

い

う

難

関

が

待

ち

受

け

て

い

る

。

希

望

す

れ

ば

誰

で

も

入

れ

る

の

か

と

思

っ

て

い

た

ら

、

毎

年

学

年

ご

と

の

抽

選

だ

そ

う

だ

▼

姉

妹

が

い

る

場

合

、

下

の

子

は

無

事

ク

リ

ア

し

て

も

、

上

の

子

が

外

れ

た

場

合

ど

う

す

る

の

だ

ろ

う

。

特

に

夏

休

み

が

大

変

だ

。

小

学

生

を

昼

間

家

に

１

人

残

し

、

両

親

は

仕

事

で

外

出

、

こ

れ

は

人

権

問

題

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

▼

岸

田

総

理

の

異

次

元

の

少

子

化

対

策

は

、

こ

の

問

題

に

し

っ

か

り

予

算

を

つ

け

て

解

決

し

て

い

た

だ

き

た

い

。

子

育

て

中

の

職

員

の

い

る

所

長

か

ら

の

お

願

い

で

す

。

（

大

内

）

お

知

ら

せ

　

「

日

本

税

政

連

」

５

月

号

は

、

６

月

号

と

の

合

併

号

と

し

、

６

月

１

日

に

発

行

し

ま

す

。

令和５年　各税政連の定期大会日程表（予定）

税政連名 開催日 場　所

東　　京９月�日（水）新宿区・京王プラザホテル東京

東京地方 ８月２日（水）横浜市・横浜ベイホテル東急

千 葉 県 ７月�日（金）千葉市・オークラ千葉ホテル

関東信越 ７月３日（月）千代田区・ザ・キャピトルホテル東急

近　　畿 ９月８日（金）大阪市・帝国ホテル大阪

北 海 道 ９月１日（金）札幌市・センチュリーロイヤルホテル

東　　北 ９月４日（月）仙台市・ホテルメトロポリタン仙台

名 古 屋 ６月９日（金）名古屋市・名古屋東急ホテル

東　　海 ９月９日（土）津市・ホテルグリーンパーク津

北　　陸 ９月�日（金）金沢市・ホテル金沢

中　　国 ９月�日（土）岡山市・ホテルグランヴィア岡山

四　　国 ９月�日（金）松山市・ＡＮＡクラウンプラザホテル松山

九州北部 ６月�日（金）福岡市・ホテル日航福岡

南 九 州 ６月�日（木）熊本市・ホテル日航熊本

沖　　縄 ７月予定 那覇市・パシフィックホテル沖縄

新型コロナウイルス感染症対策のため、会場等変更する場合がありま

すので各税政連にご確認ください

　

３

月

�

日

、

参

議

院

本

会

議

で

「

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

」

等

が

賛

成

多

数

で

可

決

さ

れ

、

同

法

案

は

成

立

し

た

。

（

関

連

記

事

６

面

）

発　行　所

日 本 税 理 士

政

　

治

　

連

　

盟

東京都品川区大崎１―�―８

日本税理士会館（〒１４１―００３２）

電話　�（５４３５）０９１０

定価　１部１００円

編集発行人

小島　善弘

税理士政治連盟会員の購読

料は会費の中に含みます。

記

事

・

国

会

議

員

が

無

料

相

談

会

場

視

察

２

面

記

事

・

日

本

維

新

の

会

が

イ

ン

ボ

イ

ス

勉

強

会

を

開

催

３

面

特

集

・

税

務

相

談

会

場

を

国

会

議

員

ら

視

察

４

～

５

面

特

集

・

国

会

会

議

録

（

税

制

改

正

）

６

面

予

定

さ

れ

る

今

後

の

主

な

政

治

等

の

日

程

４

月

１

日

　

改

正

税

法

施

行

４

月

８

日

　

黒

田

日

銀

総

裁

の

任

期

満

了

４

月

９

日

　

統

一

地

方

選

　

（

前

半

戦

）

投

票

４

月

�

日

　

統

一

地

方

選

　

（

後

半

戦

）

投

票

５

月

�

日

　

Ｇ

７

広

島

サ

ミ

　

～

�

日

　

ッ

ト

６

月

�

日

頃

　

通

常

国

会

期

末

７

月

�

日

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

定

期

総

会

９

月

�

日

　

日

本

税

理

士

政

治

連

盟

定

期

大

会

�

月

中

旬

　

税

制

改

正

大

綱

決

定

　

令

和

５

年

度

税

制

改

正

法

案

は

、

昨

年

�

月

�

日

に

閣

議

決

定

さ

れ

、

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

が

２

月

３

日

に

、

地

方

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

が

２

月

７

日

に

そ

れ

ぞ

れ

衆

議

院

に

提

出

さ

れ

、

２

月

�

日

に

衆

議

院

本

会

議

で

可

決

、

３

月

７

日

に

参

議

院

財

政

金

融

委

員

会

に

付

託

さ

れ

、

３

月

�

日

に

参

議

院

本

会

議

に

お

い

て

参

議

院

財

政

金

融

委

員

長

か

ら

委

員

会

に

お

け

る

法

案

審

査

に

つ

い

て

の

報

告

が

あ

っ

た

後

、

税

制

改

正

法

案

が

採

決

さ

れ

、

賛

成

多

数

で

可

決

・

成

立

し

た

。

　

令

和

５

年

度

税

制

改

正

法

案

に

は

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

係

る

見

直

し

、

納

税

環

境

整

備

と

し

て

電

子

取

引

の

取

引

情

報

に

係

る

デ

ー

タ

保

存

制

度

の

見

直

し

な

ど

税

理

士

の

業

務

に

影

響

の

あ

る

改

正

項

目

が

多

く

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

特

に

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

は

今

年

の

�

月

か

ら

制

度

が

開

始

さ

れ

る

こ

と

か

ら

、

日

税

政

で

は

国

会

で

の

議

論

を

注

視

し

て

い

た

。

　

ま

た

、

日

税

政

は

日

税

連

の

建

議

書

に

基

づ

き

要

望

書

を

作

成

の

上

で

、

国

会

議

員

に

対

し

て

要

望

事

項

に

係

る

陳

情

活

動

を

積

極

的

に

行

っ

て

き

た

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

お

い

て

は

①

こ

れ

ま

で

免

税

事

業

者

で

あ

っ

た

者

が

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

と

な

っ

た

場

合

の

納

税

額

を

売

上

税

額

の

２

割

に

軽

減

す

る

（

３

年

間

）

、

②

課

税

売

上

高

１

億

円

以

下

の

事

業

者

が

行

う

１

万

円

未

満

の

課

税

仕

入

れ

が

こ

れ

ま

で

通

り

帳

簿

記

載

の

み

で

仕

入

税

額

控

除

が

可

能

に

な

る

と

い

っ

た

負

担

軽

減

措

置

が

導

入

さ

れ

た

。

　

ま

た

特

定

非

常

災

害

に

よ

る

住

宅

・

家

財

等

の

損

失

に

つ

い

て

１

年

間

で

控

除

し

き

れ

な

い

損

実

額

の

繰

越

控

除

期

間

を

現

行

の

３

年

間

か

ら

５

年

間

へ

と

延

長

す

る

控

除

期

間

の

見

直

し

が

導

入

さ

れ

た

。

　イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

を

巡

り

国

会

で

議

論

　

衆

議

院

財

務

金

融

委

員

会

に

お

い

て

は

、

日

税

政

が

見

直

し

を

求

め

て

い

る

イ

ン

ボ

イ

ス

導

入

に

関

す

る

質

疑

が

行

わ

れ

た

。

２

月

�

日

に

は

、

末

松

義

規

議

員

（

立

民

・

東

京

�

区

）

が

質

疑

に

立

ち

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

が

中

小

零

細

の

免

税

事

業

者

へ

与

え

る

影

響

（

事

務

処

理

の

煩

雑

さ

・

商

取

引

か

ら

の

排

除

）

を

訴

え

た

、

ま

た

制

度

導

入

後

の

税

務

調

査

の

あ

り

方

に

つ

い

て

も

、

制

度

が

定

着

す

る

ま

で

の

間

、

さ

ま

ざ

ま

な

ト

ラ

ブ

ル

が

起

こ

る

こ

と

が

想

定

さ

れ

、

調

査

が

大

変

な

状

況

に

な

る

こ

と

へ

の

問

題

提

起

が

な

さ

れ

た

。

災

害

対

応

税

制

に

つ

い

て

も

意

見

が

　

同

委

員

会

に

お

い

て

は

、

日

税

政

が

長

年

に

渡

り

、

重

要

要

望

項

目

と

し

て

き

て

い

る

、

災

害

損

失

控

除

の

創

設

に

つ

い

て

道

下

大

樹

議

員

（

立

民

・

北

海

道

１

区

）

か

ら

「

是

非

進

め

て

い

た

だ

き

た

い

」

と

の

発

言

が

あ

っ

た

。

　

ま

た

、

今

回

の

法

改

正

で

は

特

定

非

常

災

害

に

よ

る

損

失

に

係

る

雑

損

控

除

に

つ

い

て

繰

越

期

間

の

延

長

が

明

記

さ

れ

て

お

り

、

控

除

の

順

番

に

つ

い

て

は

雑

損

控

除

を

引

い

た

上

で

そ

の

後

に

基

礎

控

除

等

の

人

的

控

除

が

引

か

れ

る

が

、

こ

の

点

に

つ

き

道

下

議

員

よ

り

、

災

害

に

よ

る

損

失

の

大

き

さ

は

甚

大

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

雑

損

控

除

と

は

別

に

す

る

こ

と

、

ま

た

控

除

の

順

番

に

つ

い

て

も

現

行

の

や

り

方

で

は

な

く

、

さ

ま

ざ

ま

な

控

除

を

先

に

引

い

た

上

で

災

害

に

よ

る

損

失

控

除

と

す

べ

き

で

あ

る

と

の

意

見

が

あ

っ

た

。

電

子

帳

簿

保

存

法

へ

の

対

応

に

つ

い

て

　

３

月

�

日

の

参

議

院

財

政

金

融

委

員

会

で

は

、

大

塚

耕

平

議

員

（

国

民

・

愛

知

選

挙

区

）

か

ら

令

和

６

年

１

月

か

ら

制

度

が

開

始

さ

れ

る

、

電

子

帳

簿

保

存

法

に

つ

い

て

の

質

疑

が

な

さ

れ

た

。

　

令

和

５

年

度

の

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

電

子

帳

簿

等

保

存

制

度

の

見

直

し

が

改

正

項

目

と

し

て

盛

り

込

ま

れ

て

お

り

、

電

子

デ

ー

タ

の

保

存

が

で

き

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

相

当

な

理

由

が

あ

る

事

業

者

に

対

す

る

新

た

な

猶

予

措

置

と

、

税

務

調

査

の

た

め

の

検

索

機

能

の

確

保

の

要

件

に

つ

い

て

、

緩

和

措

置

を

講

ず

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

大

塚

議

員

か

ら

は

、

猶

予

措

置

の

具

体

的

な

中

身

に

つ

い

て

、

シ

ス

テ

ム

対

応

等

が

間

に

合

わ

な

い

中

小

企

業

や

零

細

事

業

者

の

他

に

、

世

代

の

問

題

も

あ

り

不

慣

れ

な

人

も

い

る

。

経

理

や

財

務

を

手

書

き

の

帳

簿

と

書

類

で

行

っ

て

い

く

こ

と

が

経

営

方

針

で

あ

れ

ば

、

こ

う

い

っ

た

方

々

に

つ

い

て

も

猶

予

措

置

の

要

件

で

あ

る

相

当

な

理

由

と

い

う

こ

と

に

な

る

か

、

と

の

質

問

が

あ

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

て

は

、

こ

の

猶

予

措

置

は

金

銭

的

な

理

由

に

よ

り

、

シ

ス

テ

ム

対

応

が

今

後

も

で

き

な

い

と

い

っ

た

理

由

が

該

当

す

る

、

ま

た

猶

予

措

置

が

柔

軟

に

適

用

で

き

る

よ

う

な

規

定

に

し

て

い

る

と

の

答

弁

が

あ

っ

た

。

　

今

後

は

、

４

月

１

日

か

ら

順

次

各

税

制

改

正

項

目

が

施

行

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

日

税

政

は

引

き

続

き

日

税

連

と

連

携

の

う

え

税

制

改

正

要

望

の

実

現

に

積

極

的

に

対

応

す

る

。

日

　

本

　

税

　

政

　

連（１） 第５７７号令和５年（２０２３年）４月１日（土曜日）
（毎月１回１日発行） （昭和�年９月１日　第三種郵便物認可）

　



　

名

古

屋

会

の

エ

リ

ア

に

は

名

古

屋

地

区

の

他

に

岐

阜

県

全

域

も

含

ま

れ

る

。

学

生

の

頃

、

岐

阜

公

園

の

前

を

通

り

、

有

名

な

「

板

垣

死

す

と

も

自

由

は

死

せ

ず

」

の

遭

難

の

地

碑

が

あ

る

こ

と

を

知

っ

て

い

た

。

以

来

、

政

治

と

い

う

も

の

は

高

潔

な

も

の

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

を

持

っ

て

い

た

。

　

し

か

し

今

年

の

確

定

申

告

時

期

に

お

け

る

当

事

務

所

の

来

客

の

話

題

の

中

心

は

「

イ

ン

ボ

イ

ス

っ

て

何

」

「

増

税

は

い

や

」

で

あ

っ

た

。

当

方

の

説

明

も

、

消

費

税

の

あ

る

べ

き

税

制

度

の

説

明

か

ら

は

遠

く

離

れ

て

損

得

は

ど

う

、

今

後

の

記

帳

は

ど

う

す

る

に

終

始

し

た

。

懸

命

に

説

明

し

最

後

は

税

理

士

に

任

せ

て

く

だ

さ

い

の

一

言

で

互

い

に

納

得

。

　

思

う

に

、

過

去

の

例

か

ら

見

て

税

の

問

題

は

政

権

が

不

安

定

に

な

る

要

因

の

最

た

る

も

の

。

政

治

家

も

国

民

が

税

の

痛

み

を

直

接

受

け

な

い

よ

う

に

い

ろ

い

ろ

苦

心

し

て

説

明

し

て

い

る

。

た

だ

「

安

全

安

心

の

た

め

だ

っ

た

ら

増

税

し

て

も

構

わ

な

い

」

と

の

意

見

も

一

握

り

の

来

客

か

ら

聞

い

た

。

　

本

来

皆

で

議

論

す

べ

き

電

力

確

保

や

わ

が

国

防

衛

の

た

め

の

費

用

を

ど

う

す

る

べ

き

か

、

高

潔

な

政

治

家

板

垣

退

助

翁

だ

っ

た

ら

ど

う

弁

舌

を

振

る

っ

た

で

あ

ろ

う

か

。

鈴木俊一財務大臣（中央）２月５日、盛岡市・岩手県自治会館

　

２

月

�

日

、

令

和

４

年

分

の

所

得

税

の

確

定

申

告

が

始

ま

っ

た

。

税

理

士

会

で

は

毎

年

、

確

定

申

告

期

に

お

い

て

社

会

貢

献

事

業

で

あ

る

税

務

支

援

を

行

っ

て

い

る

。

　

本

年

の

確

定

申

告

期

限

は

従

来

通

り

３

月

�

日

を

期

限

と

し

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

に

よ

り

期

限

内

申

告

が

困

難

な

場

合

は

申

請

の

上

で

期

限

延

長

が

認

め

ら

れ

る

こ

と

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

税

務

支

援

事

業

の

国

会

議

員

等

の

視

察

人

数

は

、

�

年

度

１

１

２

人

、

�

年

度

１

２

４

人

、

�

年

度

１

２

１

人

、

�

年

度

１

２

６

人

、

�

年

度

１

２

８

人

、

令

和

元

年

度

１

３

１

人

と

、

元

年

度

ま

で

の

期

間

は

多

く

の

国

会

議

員

等

が

視

察

を

行

っ

て

き

た

が

、

令

和

２

年

度

以

降

は

コ

ロ

ナ

禍

の

た

め

２

年

度

３

人

、

３

年

度

�

人

、

そ

し

て

今

年

度

は

�

人

と

い

う

実

績

と

な

っ

た

（

３

月

�

日

現

在

）

。

　

相

談

会

場

に

お

い

て

は

国

会

議

員

と

相

談

者

や

税

理

士

が

直

接

対

話

す

る

機

会

も

あ

り

、

単

位

税

政

連

と

各

後

援

会

に

お

い

て

は

、

税

理

士

法

及

び

税

制

に

関

す

る

要

望

も

行

っ

て

い

る

。

（

関

連

記

事

４

～

５

面

）

齋

藤

大

臣

（

左

か

ら

２

人

目

）

甘利明議員（自民・比例南関東

・自民税調顧問）�月�日

額賀福志郎議員（自民・茨城２区

・自民税調顧問）�月�日

塩谷立議員（自民・比例東海・

自民税調小委員長）�月�日

石田真敏議員（自民・和歌山２区・

自民税調小委員長代理）�月８日

森山裕議員（自民・鹿児島４区

・自民税調副会長）�月�日

　日税政は要望実現のため自民党税

制調査会の幹部議員を中心に陳情活

動を行い、理解を求めてきた。

　その写真を一部掲載し、活動の模

様を紹介する。

　

日

税

政

は

１

月

�

日

、

衆

議

院

第

一

議

員

会

館

（

千

代

田

区

）

で

齋

藤

健

法

務

大

臣

（

自

民

・

千

葉

７

区

）

を

表

敬

訪

問

し

た

。

　

日

税

政

か

ら

は

吉

川

裕

一

幹

事

長

、

日

税

連

か

ら

は

神

津

信

一

会

長

、

ま

た

齋

藤

健

後

援

会

長

と

し

て

原

田

豊

行

会

員

が

同

席

し

た

。

　

当

日

は

、

�

月

�

日

に

閣

議

決

定

さ

れ

た

令

和

５

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

に

、

日

税

連

及

び

日

税

政

の

要

望

、

特

に

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

お

け

る

小

規

模

事

業

者

へ

の

経

過

措

置

等

の

内

容

が

取

り

入

れ

ら

れ

た

こ

と

へ

の

謝

辞

を

述

べ

た

。

日

　

本

　

税

　

政

　

連 （２）第５７７号令和５年（２０２３年）４月１日（土曜日）
（第三種郵便物認可）

　



新型コロナ５類へ移行、マスクも個人

判断。周りの目が気になって……。

　

確

定

申

告

の

忙

し

い

時

期

が

終

わ

っ

て

ほ

っ

と

し

た

と

こ

ろ

で

、

こ

の

原

稿

を

書

い

て

い

る

。

毎

年

税

理

士

は

、

３

月

�

日

ま

で

は

多

忙

で

大

変

な

職

業

で

あ

る

と

感

じ

て

い

る

。

コ

ロ

ナ

禍

の

２

年

間

は

、

申

告

期

限

が

４

月

�

日

ま

で

延

長

と

な

っ

て

い

た

。

令

和

５

年

度

の

税

制

改

正

要

望

の

主

な

建

議

・

要

望

項

目

の

所

得

税

と

し

て

５

番

目

の

建

議

項

目

で

あ

る

年

末

調

整

・

確

定

申

告

期

間

の

１

ヶ

月

う

し

ろ

倒

し

に

つ

い

て

も

、

各

国

会

議

員

に

改

正

の

陳

情

要

望

を

行

っ

た

。

　

年

末

調

整

の

実

施

時

期

及

び

所

得

税

の

確

定

申

告

期

間

を

１

ヶ

月

後

ろ

に

ず

ら

す

要

望

と

は

、

年

末

調

整

は

そ

の

年

の

最

後

の

給

与

支

払

時

に

行

う

が

、

配

偶

者

や

扶

養

親

族

の

所

得

が

確

定

し

て

い

な

い

こ

と

や

新

規

契

約

な

ど

の

生

命

保

険

料

控

除

証

明

書

の

到

達

が

遅

れ

て

、

翌

年

に

年

末

調

整

を

や

り

直

す

ケ

ー

ス

が

生

じ

る

の

で

、

年

末

調

整

の

実

施

時

期

を

１

ヶ

月

後

ろ

に

ず

ら

す

こ

と

と

す

る

。

ま

た

、

法

定

調

書

及

び

給

与

支

払

報

告

書

の

提

出

期

限

も

２

月

末

と

す

る

。

こ

れ

に

よ

り

、

源

泉

徴

収

票

や

法

定

調

書

を

必

要

と

す

る

所

得

税

の

確

定

申

告

に

影

響

が

及

ぶ

こ

と

か

ら

、

確

定

申

告

期

間

に

つ

い

て

も

１

ヶ

月

後

ろ

に

期

限

を

延

長

す

る

よ

う

に

し

、

同

時

に

消

費

税

に

つ

い

て

も

申

告

期

限

を

４

月

�

日

と

す

べ

き

で

あ

る

旨

の

要

望

で

あ

る

。

　

年

末

調

整

の

事

務

は

、

雇

用

主

で

あ

る

事

業

者

が

行

う

の

で

、

中

小

企

業

の

事

業

者

は

、

年

末

調

整

の

再

調

整

の

発

生

は

コ

ス

ト

が

伴

う

の

で

応

じ

た

く

は

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

被

雇

用

者

が

、

確

定

申

告

な

ど

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

も

多

々

見

ら

れ

る

。

ま

た

、

特

に

大

学

生

が

扶

養

者

と

な

る

特

定

扶

養

親

族

控

除

の

適

用

に

あ

た

っ

て

は

、

学

費

の

た

め

に

ア

ル

バ

イ

ト

を

す

る

学

生

が

多

く

、

ア

ル

バ

イ

ト

の

年

収

に

よ

っ

て

は

、

特

定

扶

養

親

族

控

除

が

適

用

で

き

な

い

こ

と

も

あ

る

。

　

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

令

和

２

年

分

の

所

得

税

の

利

用

率

は

約

�

％

、

令

和

３

年

分

の

利

用

率

は

約

�

％

で

あ

る

。

コ

ロ

ナ

禍

の

２

年

間

、

確

定

申

告

時

期

を

１

ヶ

月

延

長

し

て

も

、

住

民

税

の

課

税

時

期

が

遅

れ

な

か

っ

た

こ

と

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

所

得

税

の

利

用

率

が

�

％

程

度

で

対

応

で

き

た

こ

と

か

ら

、

年

末

調

整

の

実

施

時

期

を

１

ヶ

月

後

ろ

に

ず

ら

し

て

も

、

今

後

さ

ら

に

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

所

得

税

の

利

用

率

が

高

ま

れ

ば

、

可

能

で

あ

る

と

思

う

。

　

各

国

会

議

員

に

こ

の

改

正

の

要

望

を

お

願

い

し

た

と

こ

ろ

、

与

党

の

税

理

士

制

度

改

革

推

進

議

員

連

盟

の

総

会

で

発

言

し

て

い

た

だ

い

た

こ

と

や

総

務

省

の

担

当

へ

の

ヒ

ア

リ

ン

グ

を

い

た

だ

き

感

触

を

伝

え

て

く

だ

さ

り

、

ご

協

力

い

た

だ

い

た

。

制

度

を

変

え

る

に

は

一

朝

一

夕

で

は

い

か

な

い

も

の

で

あ

る

。

各

単

位

税

理

士

政

治

連

盟

及

び

日

本

税

理

士

政

治

連

盟

の

地

道

な

陳

情

活

動

を

継

続

す

る

こ

と

に

よ

り

、

よ

り

よ

い

税

制

改

正

が

で

き

る

も

の

と

思

う

。

　

（

谷

）

東京地方税理士政治連盟がホームページ開設

　東京地方税理士政治連盟は１月�日、ホームペ

ージを開設しました＝写真はトップページ。日税

政ホームページにあるリンクからもアクセスでき

ます。東京地方税理士政治連盟ホームページ（Ｕ

ＲＬ）：ｈｔｔｐｓ：／／ｔｏｃｈｉ―ｚｅｉｓｅｉｒｅｎ．ｊｐ／

議

員

連

盟

ニ

ュ

ー

ス

　

自

民

党

の

税

理

士

制

度

改

革

推

進

議

員

連

盟

に

、

新

た

に

次

の

議

員

が

入

会

し

た

。

こ

れ

に

よ

り

同

議

連

メ

ン

バ

ー

は

２

３

３

人

（

衆

議

院

議

員

１

７

５

人

、

参

議

院

議

員

�

人

）

と

な

っ

た

。

（

令

和

５

年

３

月

�

日

現

在

）

加

藤

明

良

参

・

茨

城

選

挙

区

瀬

戸

隆

一

衆

・

比

例

四

国

　

�

月

�

日

、

吉

里

　

柏

別

邸

（

柏

市

）

に

お

い

て

「

税

理

士

に

よ

る

本

庄

さ

と

し

後

援

会

」

（

立

民

・

千

葉

８

区

）

の

設

立

総

会

が

開

催

さ

れ

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

来

賓

と

し

て

、

深

田

真

吾

千

葉

税

政

連

副

会

長

、

村

岡

敬

治

柏

支

部

副

支

部

長

の

出

席

が

あ

っ

た

。

　

総

会

は

、

湯

本

和

俊

発

起

人

の

司

会

で

始

ま

り

、

鈴

木

隆

夫

発

起

人

が

議

長

に

選

出

さ

れ

議

事

に

入

っ

た

。

　

後

援

会

設

立

の

経

緯

と

本

庄

知

史

議

員

の

プ

ロ

フ

ィ

ー

ル

が

紹

介

さ

れ

、

設

立

及

び

規

約

案

の

可

決

承

認

、

役

員

、

会

計

幹

事

及

び

幹

事

の

選

出

、

令

和

４

年

度

事

業

計

画

及

び

予

算

案

が

可

決

承

認

さ

れ

、

後

援

会

長

に

宮

坂

弘

之

会

員

、

幹

事

長

に

湯

本

和

俊

会

員

が

選

任

さ

れ

た

。

　

　

そ

の

後

、

本

庄

知

史

議

員

か

ら

後

援

会

設

立

の

謝

意

と

今

後

の

議

員

活

動

の

抱

負

が

述

べ

ら

れ

、

来

賓

か

ら

の

祝

辞

を

賜

り

、

総

会

は

終

了

し

た

。

　

引

き

続

き

懇

親

会

が

行

わ

れ

、

和

や

か

な

雰

囲

気

の

中

、

盛

会

の

う

ち

に

設

立

総

会

は

終

了

し

た

。

　

日

税

政

役

員

は

１

月

�

日

、

衆

議

院

第

二

議

員

会

館

（

千

代

田

区

）

で

、

日

本

維

新

の

会

税

理

士

制

度

推

進

議

員

連

盟

主

催

の

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

係

る

勉

強

会

に

出

席

し

た

＝

写

真

。

　

日

税

政

か

ら

は

吉

川

裕

一

幹

事

長

、

田

達

満

財

務

委

員

長

、

秋

山

典

久

政

策

委

員

長

、

長

谷

川

隆

史

国

対

委

員

長

が

出

席

し

、

維

新

の

会

か

ら

は

、

美

延

映

夫

会

長

（

維

新

・

大

阪

４

区

）

、

池

下

卓

幹

事

長

（

維

新

・

大

阪

�

区

）

他

議

員

が

出

席

し

た

。

　

勉

強

会

で

は

、

ま

ず

長

谷

川

国

対

委

員

長

よ

り

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

資

料

を

基

に

消

費

税

法

の

仕

組

み

か

ら

、

令

和

５

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

明

記

さ

れ

た

経

過

措

置

や

負

担

の

軽

減

措

置

に

つ

い

て

議

員

へ

の

説

明

を

行

っ

た

。

　

説

明

後

の

質

疑

で

は

、

足

立

康

史

議

員

（

維

新

・

大

阪

９

区

）

よ

り

、

「

現

状

で

、

野

党

と

し

て

国

会

の

場

で

で

き

る

こ

と

が

あ

る

か

」

と

の

質

問

が

あ

り

、

そ

れ

に

対

し

て

吉

川

幹

事

長

か

ら

「

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

つ

い

て

の

議

論

が

年

末

の

防

衛

費

の

増

税

の

話

題

で

か

き

消

さ

れ

て

し

ま

っ

た

感

が

あ

る

、

国

会

の

予

算

委

員

会

の

場

で

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

問

題

点

を

是

非

議

論

の

俎

上

に

上

げ

て

欲

し

い

」

と

要

望

を

述

べ

た

。

日

　

本

　

税

　

政

　

連（３） 第５７７号令和５年（２０２３年）４月１日（土曜日）
（第三種郵便物認可）

　



小田原潔議員（中央）下村博文議員（右３人目）松島みどり議員（中央）平将明議員（左３人目）越智隆雄議員（中央）

平沢勝栄議員（右３人目）高木啓議員（中央）長島昭久議員（中央）山田美樹議員（前列中央）石原宏高議員（左３人目）

辻清人議員（中央）松原仁議員（右２人目）萩生田光一議員（左）伊藤達也議員（右３人目）

笠浩史議員（左２人目）古川直季議員（右２人目）田中和德議員（左２人目）本庄知史議員（左２人目）

海江田万里議員（前列中央）

　

毎

年

、

所

得

税

の

確

定

申

告

期

間

中

、

各

税

政

連

と

税

理

士

に

よ

る

後

援

会

は

、

関

係

国

会

議

員

を

税

務

相

談

会

場

に

案

内

し

、

税

務

支

援

の

実

情

を

説

明

し

て

い

る

。

　

過

去

２

年

間

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

の

感

染

拡

大

の

影

響

を

受

け

、

多

く

の

国

会

議

員

が

視

察

を

取

り

や

め

る

状

況

が

続

い

て

き

た

が

、

今

回

の

税

務

支

援

視

察

で

は

期

間

中

に

多

数

の

国

会

議

員

が

相

談

会

場

を

視

察

し

、

税

理

士

会

の

行

う

社

会

貢

献

活

動

に

対

し

理

解

を

深

め

た

。

　

各

単

位

税

政

連

か

ら

寄

せ

ら

れ

た

国

会

議

員

に

よ

る

税

務

支

援

視

察

の

模

様

を

掲

載

す

る

。

（

敬

称

略

、

実

施

日

順

）

東

京

税

理

士

政

治

連

盟

小

田

原

潔

議

員

（

自

民

・

東

京

�

区

）

１

月

�

日

、

多

摩

市

役

所

　

西

会

議

室

下

村

博

文

議

員

（

自

民

・

東

京

�

区

）

１

月

�

日

、

板

橋

区

・

常

盤

台

地

域

セ

ン

タ

ー

松

島

み

ど

り

議

員

（

自

民

・

東

京

�

区

）

１

月

�

日

、

墨

田

区

・

み

ど

り

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

セ

ン

タ

ー

４

Ｆ

平

将

明

議

員

（

自

民

・

東

京

４

区

）

１

月

�

日

、

大

田

区

・

大

森

東

特

別

出

張

所越

智

隆

雄

議

員

（

自

民

・

比

例

東

京

）

２

月

２

日

、

世

田

谷

区

・

三

茶

し

ゃ

れ

な

あ

ど

／

梅

丘

パ

ー

ク

ホ

ー

ル

平

沢

勝

栄

議

員

（

自

民

・

東

京

�

区

）

２

月

３

日

、

葛

飾

区

・

金

町

地

区

セ

ン

タ

ー

高

木

啓

議

員

（

自

民

・

比

例

東

京

）

２

月

３

日

、

北

区

・

北

と

ぴ

あ

７

階

第

１

研

修

室

長

島

昭

久

議

員

（

自

民

・

比

例

東

京

）

２

月

３

日

、

府

中

市

市

民

活

動

セ

ン

タ

ー

プ

ラ

ッ

ツ

山

田

美

樹

議

員

（

自

民

・

東

京

１

区

）

２

月

６

日

、

麹

町

支

部

会

館

／

２

月

�

日

、

千

代

田

区

万

世

橋

出

張

所

石

原

宏

高

議

員

（

自

民

・

比

例

東

京

）

２

月

６

日

、

品

川

区

・

ス

ク

エ

ア

荏

原

／

大

井

町

き

ゅ

り

あ

ん

海

江

田

万

里

議

員

（

無

所

属

・

比

例

東

京

）

２

月

６

日

、

新

宿

区

・

若

松

地

域

セ

ン

タ

ー

／

２

月

�

日

、

新

宿

区

・

飯

田

橋

セ

ン

ト

ラ

ル

プ

ラ

ザ

区

境

ホ

ー

ル

／

２

月

�

日

、

千

代

田

区

万

世

橋

出

張

所

辻

清

人

議

員

（

自

民

・

東

京

２

区

）

２

月

７

日

、

中

央

区

・

月

島

区

民

館

松

原

仁

議

員

（

立

民

・

東

京

３

区

）

２

月

７

日

、

品

川

区

・

ス

ク

エ

ア

荏

原

、

大

田

区

嶺

町

集

会

室

萩

生

田

光

一

議

員

（

自

民

・

東

京

�

区

）

２

月

�

日

、

八

王

子

区

役

所

伊

藤

達

也

議

員

（

自

民

・

東

京

�

区

）

２

月

�

日

、

狛

江

市

民

セ

ン

タ

ー

地

下

ホ

ー

ル

東

京

地

方

税

理

士

政

治

連

盟

笠

浩

史

議

員

（

立

民

・

神

奈

川

９

区

）

２

月

２

日

、

川

崎

市

・

多

摩

区

役

所

古

川

直

季

議

員

（

自

民

・

神

奈

川

６

区

）

２

月

７

日

、

横

浜

市

・

旭

公

会

堂

田

中

和

德

議

員

（

自

民

・

神

奈

川

�

区

）

２

月

７

日

、

川

崎

市

・

幸

区

役

所

千

葉

県

税

理

士

政

治

連

盟

本

庄

知

史

議

員

（

立

民

・

千

葉

８

区

）

１

月

�

日

、

柏

市

さ

わ

や

か

ち

ば

県

民

プ

ラ

ザ

門

山

宏

哲

議

員

（

自

民

・

比

例

南

関

東

）

１

月

�

日

、

千

葉

市

生

涯

学

習

セ

ン

タ

ー森

英

介

議

員

（

自

民

・

千

葉

�

区

）

２

月

２

日

、

大

網

白

里

市

保

健

文

化

セ

ン

タ

ー

豊

田

俊

郎

議

員

（

自

民

・

千

葉

選

挙

区

）

２

月

２

日

、

八

千

代

市

勝

田

台

文

化

セ

ン

タ

ー

野

田

佳

彦

議

員

（

立

民

・

千

葉

４

区

）

２

月

２

日

、

船

橋

市

フ

ェ

イ

ス

ビ

ル

谷

田

川

元

議

員

（

立

民

・

比

例

南

関

東

）

２

月

２

日

、

香

取

市

役

所

小

西

洋

之

議

員

（

立

民

・

千

葉

選

挙

区

）

２

月

３

日

、

船

橋

市

フ

ェ

イ

ス

ビ

ル

櫻

田

義

孝

議

員

（

自

民

・

比

例

南

関

東

）

２

月

６

日

、

柏

市

光

ケ

丘

近

隣

セ

ン

タ

ー長

浜

博

行

議

員

（

無

所

属

・

千

葉

選

挙

区

）

２

月

６

日

、

柏

市

光

ケ

丘

近

隣

セ

ン

タ

ー

奥

野

総

一

郎

議

員

（

立

民

・

千

葉

９

区

）

２

月

�

日

、

印

西

市

役

所

関

東

信

越

税

理

士

政

治

連

盟

牧

原

秀

樹

議

員

（

自

民

・

比

例

北

関

東

）

２

月

�

日

、

さ

い

た

ま

ス

ー

パ

ー

ア

リ

ー

ナ

枝

野

幸

男

議

員

（

立

民

・

埼

玉

５

区

）

２

月

�

日

、

さ

い

た

ま

ス

ー

パ

ー

ア

リ

ー

ナ

山

口

晋

議

員

（

自

民

・

埼

玉

�

区

）

２

月

�

日

、

東

松

山

市

民

文

化

セ

ン

タ

ー

大

会

議

室

大

島

敦

議

員

（

立

民

・

埼

玉

６

区

）

２

月

�

日

、

上

尾

税

務

署

三

ッ

林

裕

巳

議

員

（

自

民

・

埼

玉

�

区

）

２

月

�

日

、

春

日

部

税

務

署

若

林

健

太

議

員

（

自

民

・

長

野

１

区

）

２

月

�

日

、

長

野

市

若

里

市

民

ホ

ー

ル

北

海

道

税

理

士

政

治

連

盟

道

下

大

樹

議

員

（

立

民

・

北

海

道

１

区

）

２

月

４

日

、

札

幌

市

・

藤

野

地

区

セ

ン

タ

ー

東

国

幹

議

員

（

自

民

・

北

海

道

６

区

）

２

月

�

日

、

旭

川

市

・

旭

川

ア

ー

ト

ホ

テ

ル

稲

津

久

議

員

（

公

明

・

北

海

道

�

区

）

２

月

�

日

、

岩

見

沢

市

・

岩

見

沢

市

民

会

館

ま

な

み

ー

る

神

谷

裕

議

員

（

立

民

・

比

例

北

海

道

）

２

月

�

日

、

岩

見

沢

市

・

岩

見

沢

市

民

会

館

ま

な

み

ー

る

和

田

義

明

議

員

（

自

民

・

北

海

道

５

区

）

２

月

�

日

、

札

幌

市

・

サ

ッ

ポ

ロ

テ

レ

ビ

塔

東

北

税

理

士

政

治

連

盟

土

井

亨

議

員

（

自

民

・

宮

城

１

区

）

２

月

�

日

、

仙

台

市

・

東

北

税

理

士

会

館

秋

葉

賢

也

議

員

（

自

民

・

比

例

東

北

）

２

月

�

日

、

仙

台

市

・

東

北

税

理

士

会

館亀

岡

偉

民

議

員

（

自

民

・

比

例

東

北

）

２

月

�

日

、

福

島

市

・

ホ

テ

ル

福

島

グ

リ

ー

ン

パ

レ

ス

東

海

税

理

士

政

治

連

盟

井

林

辰

憲

議

員

（

自

民

・

静

岡

２

区

）

２

月

１

日

、

焼

津

文

化

会

館

八

木

哲

也

議

員

（

自

民

・

愛

知

�

区

）

２

月

５

日

、

豊

田

市

福

祉

セ

ン

タ

ー

塩

谷

立

議

員

（

自

民

・

比

例

東

海

）

２

月

６

日

、

イ

オ

ン

志

都

呂

勝

俣

孝

明

議

員

（

自

民

・

静

岡

６

区

）

２

月

�

日

、

ぬ

ま

づ

健

康

福

祉

プ

ラ

ザ

・

サ

ン

ウ

ェ

ル

ぬ

ま

づ

青

山

周

平

議

員

（

自

民

・

比

例

東

海

）

２

月

�

日

、

西

尾

信

用

金

庫

相

談

プ

ラ

ザ石

原

正

敬

議

員

（

自

民

・

比

例

東

海

）

２

月

�

日

、

じ

ば

さ

ん

三

重

重

徳

和

彦

議

員

（

立

民

・

愛

知

�

区

）

２

月

�

日

、

西

尾

信

用

金

庫

相

談

プ

ラ

ザ

／

２

月

�

日

、

イ

オ

ン

モ

ー

ル

岡

崎

イ

オ

ン

ホ

ー

ル

３

Ｆ

渡

辺

周

議

員

（

立

民

・

比

例

東

海

）

２

月

�

日

、

ぬ

ま

づ

健

康

福

祉

プ

ラ

ザ

・

サ

ン

ウ

ェ

ル

ぬ

ま

づ

根

本

幸

典

議

員

（

自

民

・

愛

知

�

区

）

２

月

�

日

、

と

よ

は

し

人

材

産

業

セ

ン

タ

ー

山

本

佐

知

子

議

員

（

自

民

・

三

重

選

挙

区

）

２

月

�

日

、

桑

名

税

務

署

今

枝

宗

一

郎

議

員

（

自

民

・

愛

知

�

区

）

２

月

�

日

、

蒲

郡

市

民

体

育

セ

ン

タ

ー

／

豊

川

市

文

化

会

館

／

２

月

�

日

、

豊

川

市

勤

労

福

祉

会

館

／

蒲

郡

市

区

役

所

城

内

実

議

員

（

自

民

・

静

岡

７

区

）

２

月

�

日

、

新

居

地

域

セ

ン

タ

ー

／

浜

松

市

天

竜

区

役

所

宮

澤

博

行

議

員

（

自

民

・

比

例

東

海

）

２

月

�

日

、

福

田

中

央

交

流

セ

ン

タ

ー

伊

藤

渉

議

員

（

公

明

・

比

例

東

海

）

２

月

�

日

、

犬

山

市

南

部

公

民

館

小

山

展

弘

議

員

（

立

民

・

静

岡

３

区

）

２

月

�

日

、

福

田

中

央

交

流

セ

ン

タ

ー

榛

葉

賀

津

也

議

員

（

国

民

・

静

岡

選

挙

区

）

２

月

�

日

、

Ｊ

Ａ

掛

川

市

茶

業

研

修

セ

ン

タ

ー

大

西

健

介

議

員

（

立

民

・

愛

知

�

区

）

２

月

�

日

、

安

城

市

役

所

／

碧

南

市

役

所安

江

伸

夫

議

員

（

公

明

・

愛

知

選

挙

区

）

２

月

�

日

、

田

原

市

役

所

伊

藤

孝

恵

議

員

（

国

民

・

愛

知

選

挙

区

）

３

月

６

日

、

一

宮

市

役

所

北

陸

税

理

士

政

治

連

盟

小

森

卓

郎

議

員

（

自

民

・

石

川

１

区

）

２

月

４

日

、

北

陸

税

理

士

会

館

宮

本

周

司

議

員

（

自

民

・

石

川

選

挙

区

）

２

月

４

日

、

北

陸

税

理

士

会

館

稲

田

朋

美

議

員

（

自

民

・

福

井

１

区

）

２

月

�

日

、

福

井

県

税

理

士

会

館

滝

波

宏

文

議

員

（

自

民

・

福

井

選

挙

区

）

２

月

�

日

、

福

井

県

税

理

士

会

館

西

田

昭

二

議

員

（

自

民

・

石

川

３

区

）

２

月

�

日

、

ア

ル

・

プ

ラ

ザ

鹿

島

田

畑

裕

明

議

員

（

自

民

・

富

山

１

区

）

２

月

�

日

、

富

山

県

民

会

館

佐

々

木

紀

議

員

（

自

民

・

石

川

２

区

）

２

月

�

日

、

ア

ル

・

プ

ラ

ザ

小

松

　

国

会

議

員

に

よ

る

税

務

支

援

視

察

は

次

号

に

も

掲

載

し

ま

す

。

日

　

本

　

税

　

政

　

連 （４）第５７７号令和５年（２０２３年）４月１日（土曜日）
（第三種郵便物認可）

　



森英介議員（左２人目）豊田俊郎議員（右２人目）谷田川元議員（左２人目）

櫻田義孝議員（右２人目）長浜博行議員（中央）奥野総一郎議員（右）牧原秀樹議員（中央）

大島敦議員（中央）若林健太議員（左３人目）道下大樹議員（中央）東国幹議員（左２人目）

神谷裕議員（中央）和田義明議員（右４人目）

土井亨議員（中央）、秋

葉賢也議員（右３人目）亀岡偉民議員（右）

八木哲也議員（右）塩谷立議員（左）勝俣孝明議員（左）石原正敬議員（中央）

山本佐知子議員（中央）今枝宗一郎議員（中央）城内実議員（中央）伊藤渉議員（右）

伊藤孝恵議員（右２人目） 安江伸夫議員（右） 大西健介議員（右） 小山展弘議員（右）

根本幸典議員（中央）

井林辰憲議員（右３人目）

稲津久議員（右２人目）

山口晋議員（左２人目）

小西洋之議員（中央）

門山宏哲議員（中央）

小森卓郎議員（中央）

宮本周司議員（右２人目）稲田朋美議員（中央）西田昭二議員（右２人目）田畑裕明議員（右２人目）佐々木紀議員（左３人目）

野田佳彦議員（左３人目）

日

　

本

　

税

　

政

　

連（５） 第５７７号令和５年（２０２３年）４月１日（土曜日）
（第三種郵便物認可）

　



　

令

和

５

年

度

の

税

制

改

正

法

案

が

成

立

し

た

。

国

会

の

議

論

に

お

い

て

は

、

税

政

連

の

要

望

事

項

に

絡

ん

だ

質

疑

が

相

次

い

で

行

わ

れ

て

お

り

、

税

制

改

正

に

関

す

る

質

疑

を

資

料

と

し

て

掲

載

す

る

。

　

な

お

、

本

議

事

録

は

校

正

中

（

未

定

稿

）

を

一

部

含

む

。

末松義規議員

道下大樹議員

末

松

義

規

衆

院

議

員

（

立

憲

民

主

党

・

東

京

�

区

）

○

末

松

委

員

　

立

憲

民

主

党

の

末

松

義

規

で

す

。

　

幾

つ

か

質

問

し

た

い

と

思

い

ま

す

け

れ

ど

も

、

国

税

庁

の

職

員

の

増

加

、

こ

れ

と

ち

ょ

っ

と

イ

ン

ボ

イ

ス

反

対

の

立

場

を

絡

め

て

、

ま

ず

そ

こ

か

ら

議

論

さ

せ

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

　

私

、

イ

ン

ボ

イ

ス

の

導

入

に

つ

い

て

は

反

対

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

こ

の

財

務

金

融

委

員

会

で

も

申

し

上

げ

て

き

た

と

お

り

、

中

小

零

細

の

消

費

税

免

税

事

業

者

な

ん

か

は

多

大

な

悪

影

響

を

受

け

る

。

事

務

的

な

煩

雑

さ

と

か

、

あ

る

い

は

商

取

引

か

ら

の

排

除

と

い

う

危

険

も

あ

る

し

、

そ

う

い

っ

た

意

味

で

、

百

万

人

以

上

が

廃

業

の

危

機

に

直

面

し

て

い

る

と

い

う

報

道

も

ご

ざ

い

ま

す

。

　

　

こ

こ

で

、

私

自

身

、

さ

ら

に

、

イ

ン

ボ

イ

ス

の

導

入

反

対

と

い

う

こ

と

で

、

昨

年

で

き

た

イ

ン

ボ

イ

ス

反

対

の

超

党

派

議

員

連

盟

の

会

長

も

や

っ

て

い

る

わ

け

で

す

け

れ

ど

も

、

ま

た

、

与

党

の

中

に

も

、

自

民

党

議

員

を

含

め

、

切

実

な

中

小

企

業

の

声

を

踏

ま

え

て

、

や

は

り

イ

ン

ボ

イ

ス

に

つ

い

て

は

慎

重

な

議

員

が

多

い

と

い

う

こ

と

も

聞

い

て

お

り

ま

す

。

　

　

国

税

庁

の

職

員

の

定

員

増

加

と

絡

め

て

言

う

の

は

、

幾

ら

国

税

庁

の

職

員

を

増

加

し

て

も

、

イ

ン

ボ

イ

ス

に

関

わ

る

様

々

な

調

査

が

大

変

な

状

況

に

な

っ

て

く

る

と

、

結

局

、

増

員

し

て

も

そ

ち

ら

の

方

に

取

ら

れ

て

し

ま

っ

て

、

実

際

に

、

実

調

率

と

い

う

、

実

地

調

査

率

と

い

う

の

を

上

げ

る

こ

と

に

貢

献

し

な

い

。

そ

こ

が

ち

ょ

っ

と

、

私

か

ら

見

た

ら

、

ふ

ざ

け

る

な

と

い

う

感

じ

が

す

る

わ

け

で

す

ね

。

　

だ

か

ら

、

是

非

、

大

臣

に

対

し

て

、

国

税

職

員

が

そ

う

い

っ

た

イ

ン

ボ

イ

ス

の

、

ま

だ

こ

れ

か

ら

定

着

す

る

の

に

か

な

り

時

間

も

か

か

っ

て

い

ろ

い

ろ

な

ト

ラ

ブ

ル

も

出

て

く

る

わ

け

で

す

け

れ

ど

も

、

そ

う

い

っ

た

と

こ

ろ

に

国

税

庁

の

職

員

を

で

き

る

だ

け

関

わ

ら

せ

な

い

よ

う

な

、

こ

う

い

う

措

置

を

講

じ

て

ほ

し

い

と

思

い

ま

す

が

、

い

か

が

で

す

か

。

鈴

木

財

務

大

臣

（

自

民

・

岩

手

２

区

）

○

鈴

木

国

務

大

臣

　

国

税

当

局

が

行

い

ま

す

税

務

調

査

に

つ

き

ま

し

て

は

、

大

口

で

悪

質

な

不

正

計

算

が

想

定

さ

れ

る

な

ど

、

調

査

必

要

度

の

高

い

納

税

者

を

対

象

と

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

り

ま

し

て

、

こ

れ

ま

で

も

、

請

求

書

等

の

保

存

書

類

に

つ

い

て

な

ど

の

軽

微

な

記

載

事

項

の

不

足

を

確

認

す

る

た

め

の

税

務

調

査

は

実

施

し

て

い

な

い

、

そ

の

よ

う

に

承

知

を

し

て

お

り

ま

す

。

　

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

導

入

後

も

、

こ

う

し

た

方

針

に

特

に

変

更

は

な

い

と

聞

い

て

お

り

ま

す

。

○

末

松

委

員

　

と

い

う

こ

と

で

あ

れ

ば

、

制

度

が

定

着

す

る

よ

う

な

と

こ

ろ

も

含

め

て

、

そ

う

い

う

軽

微

な

こ

と

に

つ

い

て

中

小

事

業

者

を

あ

る

意

味

じ

ゃ

い

じ

め

る

よ

う

な

、

そ

う

い

っ

た

こ

と

は

、

国

税

庁

と

し

て

も

そ

こ

は

十

分

に

勘

案

し

て

、

そ

う

い

っ

た

方

々

に

極

力

面

倒

を

か

け

な

い

と

い

う

こ

と

を

是

非

お

約

束

し

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

こ

れ

は

国

税

庁

に

聞

き

ま

す

。

○

星

屋

政

府

参

考

人

（

国

税

庁

次

長

）

　

お

答

え

申

し

上

げ

ま

す

。

国

税

庁

と

い

た

し

ま

し

て

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

つ

い

て

、

制

度

の

定

着

を

図

る

た

め

、

調

査

の

過

程

で

イ

ン

ボ

イ

ス

の

記

載

不

備

を

把

握

し

た

と

し

て

も

、

イ

ン

ボ

イ

ス

だ

け

で

な

く

他

の

書

類

等

を

確

認

す

る

な

ど

柔

軟

に

対

応

し

て

い

く

と

い

う

こ

と

で

考

え

て

ご

ざ

い

ま

す

。

○

末

松

委

員

　

そ

う

い

う

こ

と

で

あ

れ

ば

、

極

め

て

柔

軟

に

対

応

す

る

と

い

う

こ

と

で

、

そ

こ

は

多

く

の

中

小

事

業

者

も

本

当

に

安

心

す

る

と

い

う

こ

と

だ

と

思

い

ま

す

。

　

　

と

に

か

く

私

自

身

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

の

導

入

に

反

対

で

あ

り

、

し

か

も

延

期

を

し

て

く

れ

と

い

う

立

場

、

こ

れ

は

こ

れ

か

ら

も

続

け

て

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

の

で

、

よ

ろ

し

く

お

願

い

し

ま

す

。

道

下

大

樹

議

員

（

立

憲

民

主

党

・

北

海

道

１

区

）

○

道

下

委

員

　

立

憲

民

主

党

の

道

下

大

樹

で

ご

ざ

い

ま

す

。

　

今

日

は

、

鈴

木

大

臣

へ

の

質

疑

と

い

う

こ

と

で

お

時

間

を

い

た

だ

き

ま

し

て

、

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

す

。

　

税

制

に

つ

い

て

ち

ょ

っ

と

伺

い

た

い

と

思

い

ま

す

。

　

多

発

化

、

深

刻

化

す

る

災

害

に

対

応

す

る

税

制

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

　

私

ど

も

、

災

害

損

失

控

除

の

創

設

を

以

前

か

ら

提

言

し

て

お

り

ま

す

け

れ

ど

も

、

こ

れ

は

い

ま

だ

実

現

さ

れ

て

お

り

ま

せ

ん

。

是

非

進

め

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

け

れ

ど

も

、

こ

の

点

に

つ

い

て

御

答

弁

を

お

願

い

し

ま

す

。

○

鈴

木

国

務

大

臣

　

頻

発

す

る

自

然

災

害

へ

の

対

応

、

こ

れ

は

大

変

重

要

な

課

題

で

あ

り

ま

し

て

、

税

制

に

お

い

て

も

災

害

へ

の

対

応

は

重

要

で

あ

る

、

そ

の

よ

う

に

考

え

て

お

り

ま

す

。

　

令

和

五

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

は

、

被

害

が

極

め

て

甚

大

で

広

範

な

地

域

の

生

活

基

盤

が

著

し

く

損

な

わ

れ

、

被

災

前

の

よ

う

に

生

活

の

糧

を

得

る

ま

で

に

時

間

を

要

す

る

よ

う

な

災

害

の

被

災

者

や

被

災

事

業

者

に

特

に

配

慮

す

る

観

点

か

ら

、

特

定

非

常

災

害

に

よ

る

損

失

に

係

る

雑

損

失

と

純

損

失

の

繰

越

期

間

に

つ

い

て

、

損

失

の

程

度

や

記

帳

水

準

に

応

じ

て

、

現

行

の

三

年

か

ら

五

年

に

延

長

す

る

措

置

を

講

ず

る

こ

と

と

し

た

と

こ

ろ

で

あ

り

ま

す

。

災

害

へ

の

対

応

に

つ

き

ま

し

て

は

、

税

制

も

こ

の

よ

う

に

手

を

加

え

た

わ

け

で

あ

り

ま

す

が

、

税

制

だ

け

で

は

な

く

、

歳

出

も

含

め

た

総

合

的

な

対

応

を

行

う

こ

と

も

重

要

で

あ

り

、

今

後

も

適

切

に

対

応

し

て

ま

い

り

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

○

道

下

委

員

　

ち

ょ

っ

と

そ

の

点

に

つ

い

て

伺

い

た

い

ん

で

す

が

、

そ

れ

は

、

い

わ

ゆ

る

雑

損

控

除

と

同

様

の

扱

い

と

い

う

こ

と

で

し

ょ

う

か

。

つ

ま

り

、

所

得

か

ら

控

除

を

引

く

順

番

な

ん

で

す

け

れ

ど

も

、

雑

損

控

除

は

最

初

に

引

か

れ

る

ん

で

す

け

れ

ど

も

、

そ

れ

は

最

初

な

ん

で

し

ょ

う

か

、

後

な

ん

で

し

ょ

う

か

。

○

住

澤

政

府

参

考

人

（

財

務

省

主

税

局

長

）

　

お

答

え

申

し

上

げ

ま

す

。

　

今

回

の

改

正

内

容

は

、

雑

損

控

除

に

つ

き

ま

し

て

、

特

定

非

常

災

害

の

場

合

に

つ

い

て

繰

越

期

間

の

特

例

を

設

け

る

、

五

年

間

ま

で

延

長

す

る

と

い

う

こ

と

と

、

純

損

失

、

こ

れ

は

御

商

売

さ

れ

て

い

る

方

の

所

得

に

つ

い

て

損

失

が

生

じ

た

場

合

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

こ

れ

に

つ

い

て

も

同

様

に

特

定

非

常

災

害

の

場

合

に

五

年

に

延

長

す

る

と

い

う

こ

と

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

控

除

の

順

番

に

つ

い

て

は

手

を

加

え

て

ご

ざ

い

ま

せ

ん

。

○

道

下

委

員

　

最

初

の

方

で

す

よ

ね

、

最

初

に

引

か

れ

る

ん

で

す

よ

ね

。

○

住

澤

政

府

参

考

人

　

控

除

の

順

番

に

つ

い

て

は

、

雑

損

控

除

を

引

い

た

上

で

、

そ

の

後

に

基

礎

控

除

等

の

人

的

控

除

が

引

か

れ

る

と

い

う

仕

組

み

は

こ

れ

ま

で

ど

お

り

で

ご

ざ

い

ま

す

。

○

道

下

委

員

　

我

々

は

、

ま

た

特

に

中

小

企

業

と

取

引

す

る

税

理

士

会

、

税

理

士

政

治

連

盟

な

ど

も

、

こ

れ

は

雑

損

控

除

と

は

別

に

し

て

、

そ

し

て

、

こ

れ

は

最

後

に

す

べ

き

だ

と

言

っ

て

い

る

ん

で

す

、

控

除

を

引

く

順

番

を

。

　

な

ぜ

か

と

い

う

と

、

災

害

に

よ

る

損

失

と

い

う

の

は

膨

大

で

す

。

そ

れ

が

先

に

控

除

と

し

て

引

か

れ

た

ら

、

そ

れ

で

も

う

ほ

か

の

控

除

が

な

く

な

っ

て

し

ま

う

。

繰

り

越

し

て

も

、

そ

れ

が

先

に

な

っ

た

ら

、

そ

の

損

失

控

除

を

受

け

る

額

が

最

初

に

、

そ

し

て

、

繰

越

し

が

延

び

た

と

し

て

も

、

そ

の

ほ

か

の

控

除

が

、

今

度

、

期

間

が

短

く

な

っ

て

、

引

か

れ

る

べ

き

も

の

が

期

限

切

れ

で

引

か

れ

な

く

な

る

と

い

う

こ

と

な

の

で

、

こ

れ

は

、

い

ろ

い

ろ

な

控

除

を

先

に

引

い

た

上

で

、

そ

し

て

、

そ

う

い

う

災

害

に

よ

る

損

失

控

除

を

後

、

一

番

最

後

に

引

い

て

、

そ

れ

で

、

引

い

て

も

ま

だ

残

っ

て

い

た

ら

、

そ

れ

を

翌

年

、

翌

年

、

翌

年

に

繰

り

越

す

、

そ

れ

を

五

年

と

か

十

年

に

延

長

す

べ

き

だ

と

い

う

の

が

我

々

や

税

理

士

会

等

、

ま

た

多

く

の

方

々

の

意

見

な

ん

で

す

よ

。

　

だ

か

ら

、

今

回

は

ち

ょ

っ

と

だ

け

手

を

加

え

た

ん

で

す

け

れ

ど

も

、

雑

損

控

除

の

ま

ま

で

は

、

こ

れ

は

余

り

効

果

を

私

は

発

揮

し

な

い

と

思

い

ま

す

。

だ

か

ら

、

災

害

損

失

控

除

と

い

う

も

の

に

別

に

設

け

て

、

そ

し

て

、

控

除

と

し

て

引

く

順

番

は

最

後

に

す

べ

き

だ

、

こ

れ

を

私

は

、

ま

あ

、

こ

こ

で

変

わ

る

こ

と

は

な

い

と

思

い

ま

す

け

れ

ど

も

、

強

く

指

摘

を

し

て

お

き

た

い

と

い

う

ふ

う

に

思

い

ま

す

。

日

　

本

　

税

　

政

　

連 （６）第５７７号令和５年（２０２３年）４月１日（土曜日）
（第三種郵便物認可）

　



日

　

本

　

税

　

政

　

連（７） 第５７７号令和５年（２０２３年）４月１日（土曜日）
（第三種郵便物認可）

　



日

　

本

　

税

　

政

　

連 （８）第５７７号令和５年（２０２３年）４月１日（土曜日）
（第三種郵便物認可）

　


